
2008 年 11 月 17 日 

組合員のみなさまへ 

「農林水産省によるキャセイ食品へのＪＡＳ法に基づく指示」の報道について 

いつも生協の商品をご利用いただきありがとうございます。報道等でご承知かとは 

存知ますが、１１月１４日に農林水産省が、キャセイ食品㈱に対してＪＡＳ法に基づく 

改善指示が出されています。 

生協では、１０月２７日に農林水産省がキャセイ食品の任意調査を行っているとの 

情報を得て、以降１１月１週よりキャセイ食品製造の商品について一旦供給を中止し、 

ご注文いただいた商品についても配達を中止させていただいております。 

組合員のみなさまには、ご不快な思いをおかけし誠に申し訳ございません。 

■ 農林水産省発表の要旨 

キャセイ食品㈱が国産冷凍野菜として製造・販売している商品に、中国産やアメリ 

産の冷凍野菜を混ぜて販売したにもかかわらず、「国産冷凍野菜」として販売したとし 

て、ＪＡＳ法違反にあたるとして適切な表示に是正した上で販売するよう指示したもの 

です。 

■ 生協での取り扱い商品との関係 

農林水産省で発表されている表示違反（産地偽装）に該当する可能性のある品目の 

中で、「さといも、にんじん、オクラ」を使用した商品が２品、コープ九州ＰＢ商品（プ 

ライベートブランド商品）である「九州産豚汁用野菜ミックス 200ｇ」と、マルハニチ 

ロ「九州産カットオクラ」があります。 

①コープ九州ＰＢ「九州産豚汁用野菜ミックス 200ｇ」について 

この商品には、 さといも、 大根、 人参、 ごぼう、 椎茸の５品目が含まれていますが、 

表示違反 （産地偽装） の可能性がある品目としては、 さといも、 人参が該当します。 

生協で使用している人参については、入荷ルートが異なることが判っています。 

さといもについては関係するのかどうかの調査を進めているところです。 

②「九州産カットオクラ」について 

上記さといもと同様に判断のための調査を進めています。 

■ 今後の対応について 

① 行政より記録帳票が返還されしだい、確認作業を進めます。 

② 事実が判明し次第、 組合員へ、 その内容と具体的対応についてお知らせします。 

③ 合わせてＰＢ（プライベートブランド）商品の原産国、原産地を再点検してい 

ます。原材料・生産から加工・製造までの各工程で、組合員との約束事項（原 

料原産地等）が確保されているか確認するための調査･点検です。（品質保証シ 

ステムにおける保証内容確保の確認の視点で取り組みます。） 
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